
 

 

埼玉県 和光市 

太枠の中を記載してください。 

 

添付書類がある場合は、申告書には貼らずに、この台紙に貼り、市民税・

県民税申告書と一緒に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

窓口で申告書を提出する場合は、本人のマイナンバーを確認できる書類を

提示してください。（本人のマイナンバーを確認できる書類の写しの添付

の必要はありません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民コード  資料番号  

住所  

1月1日の住所  

ふりがな  

氏名  

令和８年度 市民税・県民税申告書添付書類台紙 

源泉徴収票 のりしろ 

個人番号（マイナンバー）確認書類の写し のりしろ 

 

申告書を郵送で提出する場合は、本人のマイナンバーを確認できる書類の写

しの添付が必要です。 
★個人番号カードをお持ちの方 

個人番号カードの両面の写しを貼って下さい。 

★個人番号カードをお持ちでない方 

次の①番号確認書類の写しと②身元確認書類の写しをそれぞれ一つ貼って下さい。 

①番号確認書類（個人番号が確認できる書類） 

・通知カード 

・住民票（個人番号記載）の写し又は住民票記載事項証明書のいずれか１つ 

             ＋ 

②身元確認書類 

（運転免許証・資格確認書・パスポート・在留カード・障害者手帳 等）のいずれか１つ  

※資格確認書の写しを添付する場合、保険者番号及び被保険者番号等記号・番号部

分を復元できない程度に塗り潰してください。 



 

 

埼玉県 和光市 

 

国民年金は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書又は領収書を、 

任意継続保険料は、証明書又は領収書を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄附先から発行された受領証（寄附先、寄附年月日、金額等の記載のある

もの）を添付してください。 

 

 

 

 

障害者手帳、学生証等、対象者であることを証する書面のコピーを添付し

てください。 

 

 

 

 

 

※営業等事業収入、業務雑収入がある方は、帳簿または収支内訳書等をこ

の台紙には貼らずに提出してください。 

（収支内訳書のデータは国税庁 HP等をご確認ください。） 

 

※医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書はこの台紙には貼ら

ずに提出してください。 
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社会保険料・小規模企業共済等掛金 控除関係書類 のりしろ 

 

生命保険料控除関係書類 のりしろ 

地震保険料控除関係書類 のりしろ 

寄附金控除関係書類 のりしろ 

障害者控除・勤労学生控除関係 のりしろ 

のりしろ 


